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(57)【要約】
　コンテナ装置は、取付け手段と、接続手段によって取
付け手段に接続された蓋と、取付け手段にスライド可能
に接続されたフレームとを備える。フレームは、廃棄物
用コンテナを支持するように適合されている。フレーム
は、廃棄物用コンテナの開口端が蓋によって完全に覆わ
れる第１フレーム位置と、第１位置から第１方向にずれ
た第２フレーム位置との間でスライド可能である。接続
手段によって、蓋が第１蓋位置と、第１蓋位置より上方
の第１蓋位置からずれた第２蓋位置との間を移動するこ
とが可能になる。装置は、フレームが第１フレーム位置
から第２フレーム位置に移動するときに、蓋を第２蓋位
置に移動させる蓋移動手段を有する。引込み式コンテナ
装置のランナー間にコンテナを取り付けるための襟部も
設けられている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテナ装置であって、
　取付け手段と、
　接続手段によって前記取付け手段に接続された蓋と、
　前記取付け手段にスライド可能に接続された、廃棄物用コンテナを支持するように適合
されたフレームであって、前記フレームが、前記廃棄物用コンテナの開口端が前記蓋によ
って完全に覆われる第１フレーム位置と、前記第１位置から第１方向にずれた第２フレー
ム位置との間でスライド可能である、フレームとを備え、
　前記接続手段が、前記フレームが前記第１フレーム位置にあるときに前記蓋が前記廃棄
物用コンテナの前記開口端を覆う第１蓋位置と、前記第１蓋位置の上方にあり、前記第１
蓋位置から前記第１方向に平行な方向にずれた第２蓋位置であって、前記蓋が前記第２位
置にあるとき、前記蓋と前記廃棄物用コンテナまたは前記フレームとの間に接触がない第
２蓋位置との間で、前記蓋を移動させるように構成されており、
　前記装置が、前記フレームが前記第１フレーム位置から前記第２フレーム位置に移動さ
れるときに前記蓋を前記第２蓋位置に移動させるように構成された蓋移動手段をさらに備
える、コンテナ装置。
【請求項２】
　前記接続手段が、前記取付け手段に回転可能に接続された少なくとも２つのアームを備
える、請求項１に記載のコンテナ装置。
【請求項３】
　前記接続手段が、前記取付け手段の上壁に回転可能に接続された、請求項１または２に
記載のコンテナ装置。
【請求項４】
　前記接続手段が、前記取付け手段の側壁に回転可能に接続された、請求項１または２に
記載のコンテナ装置。
【請求項５】
　前記接続手段が、少なくとも第１アームと第２アームとを備え、前記第１アームが、前
記第２アームから前記第１方向に離間している、請求項１～４のいずれか一項に記載のコ
ンテナ装置。
【請求項６】
　前記アームおよび前記蓋が、少なくとも１つの平行四辺形連結を形成している、請求項
５に記載のコンテナ装置。
【請求項７】
　前記蓋が、前記接続手段に解除可能に接続できる、請求項１～６のいずれか一項に記載
のコンテナ装置。
【請求項８】
　前記蓋には、前記蓋を前記接続手段に解除可能に接続するフック手段が設けられている
、請求項７に記載のコンテナ装置。
【請求項９】
　コンテナ装置と共に使用する蓋移動手段であって、前記コンテナ装置が、
　取付け手段と、
　接続手段によって前記取付け手段に接続された蓋と、
　前記取付け手段にスライド可能に接続された、廃棄物用コンテナを支持するように適合
されたフレームであって、前記フレームが、前記廃棄物用コンテナの開口端が前記蓋によ
って完全に覆われる第１フレーム位置と、前記第１位置から第１方向にずれた第２フレー
ム位置との間でスライド可能である、フレームとを備え、
　前記蓋移動手段が、
　ベースと、
　使用中に前記蓋に当接するように構成された蓋係合手段を有する作動手段であって、第
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１作動手段位置と前記第１作動手段位置からずれた第２作動手段位置との間で前記ベース
に対して移動可能な作動手段と、
　使用中に、前記フレームが前記第１フレーム位置から前記第２フレーム位置に移動する
場合を検出するフレーム位置検出手段とを備え、
　使用中に、前記フレームが前記第１フレーム位置から前記第２フレーム位置に移動した
ことを前記フレーム位置検出手段が検出すると、前記作動手段が前記第２作動手段位置に
移動する、蓋移動手段。
【請求項１０】
　前記フレーム位置検出手段が、センサを備える、請求項９に記載の蓋移動手段。
【請求項１１】
　前記フレーム位置検出手段が、前記フレームが前記第２フレーム位置から前記第１フレ
ーム位置に移動するとき、前記フレームによって前記ベースに対して移動可能な当接部材
を備える、請求項９に記載の蓋移動手段。
【請求項１２】
　前記蓋移動手段が、前記当接部材が前記ベースに対して移動するとき、前記ベースに対
して前記作動手段を移動させるように構成された伝達手段をさらに備える、請求項１１に
記載の蓋移動手段。
【請求項１３】
　前記伝達手段が、前記当接部材と係合する第１端部と、前記作動手段と係合する第２端
部とを有する伝達部材を備え、前記伝達部材が、前記第１および第２端部の中間に設けら
れた回転可能な接続部によって前記ベースに接続されている、請求項１２に記載の蓋移動
手段。
【請求項１４】
　前記作動手段が、前記第２作動手段位置に向かって付勢される、請求項９～１３のいず
れか一項に記載の蓋移動手段。
【請求項１５】
　前記第１作動手段位置と前記第２作動手段位置との間の前記作動手段の移動が、第１蓋
係合手段位置と第２蓋係合手段位置との間の第１軸に沿った前記蓋係合手段の移動を引き
起こし、前記蓋係合手段が前記第１軸からずれた第３蓋係合手段位置に移動可能である、
請求項９～１４のいずれか一項に記載の蓋移動手段。
【請求項１６】
　前記作動手段の第３作動手段位置への移動が、前記蓋係合手段の前記第３蓋係合手段位
置への移動を引き起こす、請求項１５に記載の蓋移動手段。
【請求項１７】
　蓋移動手段であって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングとスライド可能に係合し、蓋係合手段を有する作動手段と、
　前記ハウジングとスライド可能に係合する当接手段と、
　前記当接手段および前記作動手段と係合し、前記当接手段の移動が前記作動手段の移動
を引き起こすように構成された伝達手段とを備え、
　前記作動手段が、第１作動手段位置と、前記第１作動手段位置からずれた第２作動手段
位置との間で、前記ハウジングに対して移動可能であり、前記蓋係合手段が、使用中に蓋
に当接するように、前記作動手段が前記第１作動手段位置および第２作動手段位置にある
ときに前記ハウジングの第１表面の平面から突出するように配置されており、
　前記作動手段が、第３作動手段位置に移動可能であり、前記第３作動手段位置にあると
きに前記蓋係合手段が前記ハウジングの前記第１表面の前記平面から突出する距離が、前
記第１作動手段が前記第１作動手段位置または前記第２作動手段位置にあるときに前記蓋
係合手段が突出する距離よりも短い、蓋移動手段。
【請求項１８】
　前記第１作動手段位置が、前記第２作動手段位置と前記第３作動手段位置との間にある
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、請求項１７に記載の蓋移動手段。
【請求項１９】
　前記作動手段が、第１作動部材を備え、前記蓋係合手段が、前記第１作動部材に回転可
能に接続されている、請求項１７または１８に記載の蓋移動手段。
【請求項２０】
　前記作動手段の前記第３作動手段位置への移動が、前記第１作動部材に対する前記蓋係
合手段の回転を引き起こす、請求項１７～１９のいずれか一項に記載の蓋移動手段。
【請求項２１】
　前記伝達手段が、前記当接手段と係合する第１端部と、前記作動手段と係合する第２端
部とを有する伝達部材を備え、前記伝達部材が、前記第１および第２端部の中間に設けら
れた回転可能な接続部によって前記ハウジングに接続されている、請求項１７～２０のい
ずれか一項に記載の蓋移動手段。
【請求項２２】
　コンテナ装置の部品キットであって、
　請求項９～２１のいずれか一項に記載の蓋移動手段と、
　蓋と、
　使用中に、前記蓋が第１蓋位置と、前記第１蓋位置の上方にあり、前記第１蓋位置から
側方方向にずれた第２蓋位置との間で移動可能であるように、前記蓋を取付け手段に接続
するように適合された接続手段と
　を備える部品キット。
【請求項２３】
　引込み式コンテナ装置の側方方向に間隔を空けたランナー間にコンテナを取り付けるた
めの襟部であって、
　本体部分と、
　本体の両側面に設けられた２つのウィング部分であって、各ウィング部分がスナップフ
ィット接続でそれぞれのランナーに直接または間接的に接続するように構成されたスナッ
プフィットコネクタを有する、ウィング部分とを備え、
　前記本体部分が、使用中に前記コンテナを収容するように構成された開口部を少なくと
も部分的に画定し、そのため、前記コンテナが前記ランナー間で支持される、襟部。
【請求項２４】
　前記ウィング部分の少なくとも１つが、前記開口部を部分的に画定する、請求項２３に
記載の襟部。
【請求項２５】
　各ウィング部分の前記スナップフィットコネクタが、前記ウィング部分の外側側面に設
けられている、請求項２３または２４に記載の襟部。
【請求項２６】
　前記本体部分の変形により、前記スナップフィットコネクタが外側側方方向に付勢され
る、請求項２３～２５のいずれか一項に記載の襟部。
【請求項２７】
　前記襟部が第１突起部を備え、前記第１突起部が、前記開口部の第１側面で、前記本体
部分から前記開口部内に突出する、請求項２３～２６のいずれか一項に記載の襟部。
【請求項２８】
　前記襟部が、第２突起部を備え、前記第２突起部が、前記開口部の第２側面で、前記本
体部分から前記開口部に突出し、前記開口部の前記第２側面が前記開口部の前記第１側面
に対向する、請求項２７に記載の襟部。
【請求項２９】
　前記ウィング部分が、前記襟部が前記ランナーに接続されたときに、前記ランナーの少
なくとも一部を実質的に覆うように構成されたカバー部分を備える、請求項２３～２８の
いずれか一項に記載の襟部。
【請求項３０】
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　前記カバー部分が、使用中に上向きである実質的に平坦な表面を備える、請求項２９に
記載の襟部。
【請求項３１】
　前記襟部が、使用中に前記開口部の少なくとも一方の側で前記本体部分から上向きに突
出する少なくとも１つの隆起部を備える、請求項２３～３０のいずれか一項に記載の襟部
。
【請求項３２】
　前記襟部が、前記開口部の周りの前記本体部分に１つ以上の襟部開口凹部を備え、前記
襟部開口凹部が、前記コンテナのフランジを受けるように構成された、請求項２３～３１
のいずれか一項に記載の襟部。
【請求項３３】
　前記襟部が、１つ以上のさらなるコンテナを支持するように適合された１つ以上のさら
なる開口部を備える、請求項２３～３２のいずれか一項に記載の襟部。
【請求項３４】
　コンテナ装置であって、
　キャビティに取り付けられるように構成された２つの側方方向に間隔を空けたランナー
と、
　請求項２３～３３のいずれか一項に記載の襟部と、
　使用中に襟部によって収容されるように構成されたコンテナと、
　前記コンテナ装置を取り付ける取付け手段と
　を備えるコンテナ装置。
【請求項３５】
　フロントパネルが前記ランナーの前に取り付けられており、前記ランナーが前記キャビ
ティ内に引き込まれたときに、前記フロントパネルが前記キャビティを実質的に閉じるよ
うになっている、請求項３４に記載のコンテナ装置。
【請求項３６】
　前記コンテナが前記開口部に収容されるとき、前記スナップフィットコネクタの内向き
の移動が実質的に妨げられる、請求項３４または３５に記載のコンテナ装置。
【請求項３７】
　前記コンテナが前記開口部に収容されたときに、前記スナップフィットコネクタが外側
側方方向に付勢されるように、前記開口部が、前記コンテナに対して寸法決めされている
、請求項３４～３６のいずれか一項に記載のコンテナ装置。
【請求項３８】
　前記ランナーの各々に沿ってカバー部材が設けられ、前記カバー部材が、それぞれのラ
ンナーの可動ランナー部材を覆うように構成された、請求項３４～３７のいずれか一項に
記載のコンテナ装置。
【請求項３９】
　前記カバー部材が、使用中に上向きの、清掃が容易な滑らかな表面を提供する、請求項
３８に記載のコンテナ装置。
【請求項４０】
　前記スナップフィットコネクタが、前記襟部の外面に、前記カバー部材の１つの相補溝
にスナップ嵌めするように適合された突出部を備える、請求項３８または３９に記載のコ
ンテナ装置。
【請求項４１】
　添付の図面を参照して本明細書で実質的に説明されているコンテナ装置。
【請求項４２】
　添付の図面の図３～図１３を参照して本明細書で実質的に説明されている蓋移動手段。
【請求項４３】
　添付の図面を参照して本明細書で実質的に説明される襟部。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテナ装置に関し、特に、引出しタイプのごみ用コンテナ装置、および引
込み式保管システムにコンテナを取り付けるための襟部を含む関連構成要素および装置に
関するが、それらに限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　現代のキッチンデザインは、専用のスライド式引出し機構に関連するごみまたは廃棄物
用コンテナを特色とすることが多い。
【０００３】
　これらの引出しのいくつかのバージョンには、引出しが閉じられたときにコンテナの上
部に係合するコンテナの蓋が設けられていて、それにより臭気を低減し、昆虫および他の
害虫をコンテナから遠ざける。
【０００４】
　そのようなシステムの設計者が直面する問題は、ユーザがコンテナに廃棄物を入れるた
めにコンテナから蓋を手動で取り外す必要性を回避できる機構を提供する方法である。
【０００５】
　このようなシステムの設計者が直面するさらなる問題は、使用のためにコンテナ／引出
しをスライドさせて開くときに蓋とコンテナとの間に過剰な摩擦を生じさせることなく、
コンテナの蓋を自動的に閉じる機構を提供する方法である。蓋とコンテナとの間の摩擦に
より、引出しをスムーズに簡単に閉じることができなくなる。
【０００６】
　また、そのような引出しと蓋との組み合わせのすべての部品は、清掃または保守のため
に分解できることが望ましい。
【０００７】
　これらのコンテナは、スライド機構の枠組みに取り付けられている。スライド機構の枠
組みまたは他の部品は、汚れを蓄積し、清掃が困難および／または清掃のための取外しが
困難な場合がある。汚れの蓄積は一般に望ましくない場合があり、衛生上有害であり得る
。
【０００８】
　したがって、汚れの蓄積を妨げるような、および／またはコンテナシステムを簡単また
は手軽に清掃できるような方法で、コンテナを引込み式引出し機構に取り付けることが望
ましい。
【０００９】
　本明細書で引用された特許または特許出願を含むすべての参考文献は、参照により本明
細書に組み込まれる。参考文献が先行技術を構成することを認めるものではない。参考文
献の議論は、その著者らが主張することを述べるものであり、出願人は引用された文献の
正確性および適切性に異議を申し立てる権利を留保する。多くの先行技術の出版物が本明
細書で参照されているが、この参照は、これらの文献のいずれかが、ニュージーランドま
たは他の国における当技術分野の共通の一般知識の一部を成すことを認めるものではない
ことは明確に理解されよう。
【００１０】
　文脈による別段の明確な指示がない限り、説明および特許請求の範囲を通して、「含む
（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」などの言葉は、排他的また
は網羅的な意味とは対照的に、包括的な意味で、つまり、「含むが、それに限定されない
」という意味で解釈されるべきである。
【００１１】
　本発明の目的は、前述の問題に対処すること、または少なくとも公衆に有用な選択肢を
提供することである。
【００１２】
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　本発明のさらなる態様および利点は、例としてのみ与えられる以下の説明から明らかに
なるであろう。
【発明の概要】
【００１３】
　本発明の一態様によれば、取付け手段と、接続手段によって取付け手段に接続された蓋
と、取付け手段にスライド可能に接続された、廃棄物用コンテナを支持するように適合さ
れたフレームであって、フレームが、廃棄物用コンテナの開口端が蓋によって完全に覆わ
れる第１フレーム位置と、第１位置から第１方向にずれた第２フレーム位置との間でスラ
イド可能である、フレームとを備え、
　接続手段が、フレームが第１フレーム位置にあるときに蓋が廃棄物用コンテナの開口端
を覆う第１蓋位置と、第１蓋位置の上方にあり、第１蓋位置から第１方向に平行な方向に
ずれた第２蓋位置であって、蓋が第２位置にあるとき、蓋と廃棄物用コンテナまたはフレ
ームとの間に接触がない第２蓋位置との間で、蓋を移動させるように配置されており、
　装置が、フレームが第１フレーム位置から第２フレーム位置に移動されるときに蓋を第
２蓋位置に移動させるように構成された蓋移動手段をさらに備える、コンテナ装置が提供
される。
【００１４】
　好ましくは、第２蓋位置は、第１方向と反対の方向に、第１蓋位置からずれる。
【００１５】
　好ましくは、接続手段は、取付け手段に回転可能に接続される少なくとも２つのアーム
を備える。
【００１６】
　好ましくは、接続手段は、取付け手段の上壁に回転可能に接続される。あるいは、各接
続手段は、取付け手段の側壁に回転可能に接続されてもよい。
【００１７】
　好ましくは、接続手段は、少なくとも第１アームおよび第２アームを備え、第１アーム
は、第２アームから第１方向に離間している。
【００１８】
　好ましくは、アームおよび蓋は、少なくとも１つの平行四辺形連結を形成する。
【００１９】
　好ましくは、蓋は、接続手段に解除可能に接続できる。
【００２０】
　好ましくは、蓋には、蓋を接続手段に解除可能に接続するフック手段が設けられている
。
【００２１】
　本発明の第２の態様によれば、コンテナ装置と共に使用する蓋移動手段であって、
　コンテナ装置が、取付け手段と、接続手段によって取付け手段に接続された蓋と、取付
け手段にスライド可能に接続された、廃棄物用コンテナを支持するように適合されたフレ
ームであって、フレームが、廃棄物用コンテナの開口端が蓋によって完全に覆われる第１
フレーム位置と、第１位置から第１方向にずれた第２フレーム位置との間でスライド可能
である、フレームとを備え、
　蓋移動手段が、ベースと、使用中に蓋に当接するように構成された蓋係合手段を有する
作動手段であって、第１作動手段位置と第１作動手段位置からずれた第２作動手段位置と
の間でベースに対して移動可能な作動手段と、使用中に、フレームが第１フレーム位置か
ら第２フレーム位置に移動する場合を検出するフレーム位置検出手段とを備え、
　使用中に、フレームが第１フレーム位置から第２フレーム位置に移動したことをフレー
ム位置検出手段が検出すると、作動手段が第２作動手段位置に移動する、蓋移動手段が提
供される。
【００２２】
　好ましくは、フレーム位置検出手段は、フレームが第２位置から第１位置に移動すると
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き、フレームによってベースに対して移動可能な当接部材を備える。あるいは、フレーム
位置検出手段は、センサを備える。
【００２３】
　好ましくは、蓋移動手段は、当接部材がベースに対して移動するとき、ベースに対して
作動手段を移動させるように構成された伝達手段を備える。
【００２４】
　好ましくは、伝達手段は、当接部材と係合する第１端部と、作動手段と係合する第２端
部とを有する伝達部材を備え、伝達部材は、第１および第２端部の中間に設けられた回転
可能な接続部によってベースに接続されている。
【００２５】
　好ましくは、作動手段は、第２作動手段位置に向かって付勢される。
【００２６】
　好ましくは、第１作動手段位置と第２作動手段位置との間の作動手段の移動が、第１蓋
係合手段位置と第２蓋係合手段位置との間の第１軸に沿った蓋係合手段の移動を引き起こ
し、蓋係合手段が第１軸からずれた第３蓋係合手段位置に移動可能である。
【００２７】
　好ましくは、作動手段の第３作動手段位置への移動は、蓋係合手段の第３蓋係合手段位
置への移動を引き起こす。
【００２８】
　本発明の第３の態様によれば、蓋移動手段であって、ハウジングと、ハウジングとスラ
イド可能に係合し、蓋係合手段を有する作動手段と、ハウジングとスライド可能に係合す
る当接手段と、当接手段および作動手段と係合し、当接手段の移動が作動手段の移動を引
き起こすように構成された伝達手段とを備え、
　作動手段が、第１作動手段位置と、第１作動手段位置からずれた第２作動手段位置との
間で、ハウジングに対して移動可能であり、蓋係合手段が、使用中に蓋に当接するように
、作動手段が第１作動手段位置および第２作動手段位置にあるときにハウジングの第１表
面の平面から突出するように配置されており、
　作動手段が、第３作動手段位置に移動可能であり、第３作動手段位置にあるときに蓋係
合手段がハウジングの第１表面の平面から突出する距離が、第１作動手段が第１作動手段
位置または第２作動手段位置にあるときに蓋係合手段が突出する距離よりも短い、蓋移動
手段が提供される。
【００２９】
　好ましくは、第１作動手段位置は、第２作動手段位置と第３作動手段位置との間にある
。
【００３０】
　好ましくは、作動手段は、第１作動部材を備え、蓋係合手段は、第１作動部材に回転可
能に接続されている。
【００３１】
　好ましくは、作動手段の第３作動手段位置への移動は、第１作動部材に対する蓋係合手
段の回転を引き起こす。
【００３２】
　好ましくは、当接手段は、通常の構成および伸長された構成を有する。
【００３３】
　好ましくは、当接手段は、内側部材と、内側部材に回転可能に接続できる外側スリーブ
とを備える。
【００３４】
　好ましくは、内側部材には、その外面から突出するタブが設けられ、外側スリーブには
、タブを受けるように構成されたスロットが設けられている。
【００３５】
　好ましくは、スロットは、スリーブに沿って実質的に長手方向に延びる第１部分と、第
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１部分に対して実質的に横断方向に延びる第２部分とを有する。
【００３６】
　好ましくは、伝達手段は、当接手段と係合する第１端部と、作動手段と係合する第２端
部とを有する伝達部材を備え、伝達部材は、第１および第２端部の中間に設けられた回転
可能な接続部によってハウジングに接続されている。
【００３７】
　本発明の第４の態様によれば、コンテナ装置の部品キットであって、第２の態様または
第３の態様による蓋移動手段と、蓋と、使用中に、蓋が第１蓋位置と、第１蓋位置の上方
にあり、第１蓋位置から側方方向にずれた第２蓋位置との間で移動可能であるように、蓋
を取付け手段に接続するように適合された接続手段とを備える部品キットが提供される。
【００３８】
　本発明の第５の態様によれば、添付の図面を参照して本明細書で実質的に説明されるよ
うなコンテナ装置が提供される。
【００３９】
　本発明の第６の態様によれば、図３～図１１を参照して本明細書で実質的に説明される
ような蓋移動手段が提供される。
【００４０】
　本発明の第７の態様によれば、引込み式コンテナ装置の側方方向に間隔を空けたランナ
ー間にコンテナを取り付けるための襟部であって、
　本体部分と、
　本体の両側面に設けられた２つのウィング部分であって、各ウィング部分がスナップフ
ィット接続でランナーに直接または間接的に接続するように構成されたスナップフィット
コネクタを有する、ウィング部分とを備え、
　本体部分が、使用中にコンテナを収容するように構成された開口部を少なくとも部分的
に画定し、そのため、コンテナがランナー間で支持される、襟部が提供される。
【００４１】
　好ましくは、ウィング部分の少なくとも１つは、開口部を部分的に画定する。
【００４２】
　好ましくは、各ウィング部分のスナップフィットコネクタは、ウィング部分の外側側面
に設けられている。
【００４３】
　好ましくは、コンテナが開口部に収容されるとき、スナップフィットコネクタの内向き
の移動が実質的に妨げられる。
【００４４】
　代替の実施形態では、コンテナが開口部に収容されたときに、スナップフィットコネク
タが外側側方方向に付勢されるように、開口部はコンテナに対して寸法決めされる。より
好ましくは、本体部分の変形により、スナップフィットコネクタは外側側方方向に付勢さ
れる。
【００４５】
　好ましくは、襟部は第１突起部を備え、第１突起部は、開口部の第１側面で、本体部分
から開口部内に突出する。より好ましくは、襟部は、第２突起部を備え、第２突起部は、
開口部の第２側面で、本体部分から開口部に突出し、開口部の第２側面は開口部の第１側
面に対向している。
【００４６】
　本発明の好ましい実施形態では、ウィング部分は、襟部がランナーに接続されたときに
、ランナーの少なくとも一部を実質的に覆うように構成されたカバー部分を備える。
【００４７】
　好ましくは、カバー部分は、使用中に上向きの実質的に平坦な表面を備える。
【００４８】
　好ましくは、襟部は、使用中に開口部の少なくとも一方の側で本体部分から上向きに突
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出する少なくとも１つの隆起部を備える。
【００４９】
　代替の実施形態では、襟部は、開口部の周りの本体部分に１つ以上の襟部開口凹部を備
える。
【００５０】
　本発明の第８の態様によれば、コンテナ装置であって、
　キャビティに取り付けられるように構成された２つの側方方向に間隔を空けたランナー
と、
　本発明の第７の態様による襟部と、
　使用中に襟部によって収容されるように構成されたコンテナと、
　コンテナ装置を取り付ける取付け手段と
　を備えるコンテナ装置が提供される。
【００５１】
　本発明の第９の態様によれば、コンテナを支持するように適合された開口部を備える襟
部であって、襟部が、引込み式コンテナ装置の２つのランナーの間に嵌め込まれるように
適合され、そのように嵌め込まれると、ランナーの少なくとも一部を覆うように適合され
ており、襟部が、襟部を直接または間接的にスナップフィット接続でランナーにしっかり
と取り外し可能に接続するように構成されたスナップフィットコネクタを備える、襟部が
提供される。
【００５２】
　好ましくは、襟部は、開口部の少なくとも一部を形成する襟部の内面に設けられた１つ
以上の突起部をさらに備え、コンテナが襟部によって支持されているとき、突起部はコン
テナの側面と接触し、そのため、スナップフィットコネクタの内向きの移動は実質的に妨
げられる。
【００５３】
　代替の実施形態では、コンテナが襟部によって支持されているとき、突起部はコンテナ
の側面に接触し、そのため、コンテナは襟部の各部分を水平方向外側に押してスナップフ
ィット接続を強化する。
【００５４】
　好ましくは、各ランナーに沿ってカバー部材が設けられ、カバー部材は、それぞれのラ
ンナーのランナー部材を覆うように構成される。より好ましくは、カバー部材は、清掃が
容易な滑らかな表面を提供する。
【００５５】
　好ましくは、スナップフィットコネクタは、襟部の外面に、カバー部材の１つの相補溝
にスナップ嵌めするように適合された突出部を備える。
【００５６】
　好ましくは、突起部は、廃棄物用コンテナを襟部に容易に挿入および取り外しできるよ
うに寸法決めおよび配置される。
【００５７】
　好ましくは、突起部は、ランナーに隣接する襟部の外面に配置される。
【００５８】
　好ましくは、襟部は、開口部の周りに１つ以上の隆起縁部を備え、隆起縁部は、コンテ
ナを所定の位置にしっかりと保持するように適合されている。
【００５９】
　代替の実施形態では、襟部は、開口部の周りに１つ以上の襟部開口凹部を備え、襟部開
口凹部は、コンテナの上部に設けられたフランジを受けるように適合されている。
【００６０】
　好ましくは、襟部は、１つ以上のさらなるコンテナを支持するように適合された１つ以
上のさらなる開口部を備える。
【００６１】
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　本発明のさらなる態様は、例としてのみ与えられ、添付の図面を参照して与えられる以
下の説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】フレームが第１フレーム位置にある本発明のコンテナ装置の斜視図である。
【図２】フレームが第２フレーム位置を超えて移動した図１のコンテナ装置の斜視図であ
る。
【図３】フレームが第１フレーム位置にある図１の装置の部分断面側面図である。
【図４】フレームが図２に示された位置にある図１の装置の部分断面側面図である。
【図５】明確にするためにハウジングの上部を取り外した本発明の蓋移動手段の斜視図で
あり、第１蓋係合手段位置にある蓋係合手段を示している。
【図６】図１の装置の拡大断面側面図であり、第１フレーム位置にあるフレームと、第１
蓋係合手段位置にある蓋係合手段とを示している。
【図７】明確にするためにハウジングの上部を取り外した図５の蓋移動手段の斜視図であ
り、第２蓋係合手段位置にある蓋係合手段を示している。
【図８】図１の装置の拡大断面側面図であり、第２フレーム位置を超えて移動したフレー
ムと、第２蓋係合手段位置にある蓋係合手段とを示している。
【図９】明確にするためにハウジングの上部を取り外した図５の蓋移動手段の斜視図であ
り、第３蓋係合手段位置にある蓋係合手段を示している。
【図１０】図１の装置の拡大断面側面図であり、第２フレーム位置を超えて移動したフレ
ームと、第３蓋係合手段位置にある蓋係合手段とを示している。
【図１１】伸長位置にある図５に示された移動手段の当接手段の拡大斜視図である。
【図１２】蓋移動手段の代替実施形態の拡大斜視図である。
【図１３】図１２の実施形態による蓋移動手段の斜視図であり、蓋係合手段を第３蓋係合
位置に移動させるために使用されるツールを示している。
【図１４】本発明の一実施形態による襟部の等角図である。
【図１５】図１４の線Ａ－Ａに沿った襟部の断面図である。
【図１６】図２に示されたシステムの襟部およびカバー部材の一部の拡大断面図である。
【図１７】図２に示されたシステムの一部の拡大断面図である。
【図１８】図２に示された引込み式コンテナシステムのさらなる断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　最初に図１～図４を参照すると、本発明の一態様によるコンテナ装置（より具体的には
廃棄物用コンテナ装置）は、概して矢印１００によって参照される。装置は、装置の取付
け手段として機能するブラケット１と、フレーム２とを備え、フレーム２は、スライド機
構３、好ましくは当技術分野で知られている伸長可能なランナー４０、４１によってブラ
ケット１にスライド可能に接続されている。取付け手段は、コンテナ装置をキャビティ（
図示せず）に取り付けるように構成されてもよい。キャビティは、例えば、キッチン、ラ
ンドリー、またはガレージのキャビネットの一部を形成してもよい。
【００６４】
　フレーム２は、少なくとも１つのコンテナ４、好ましくは廃棄物用コンテナを支持する
ように適合されている。図１～図４に示す実施形態では、フレーム２は、２つのコンテナ
４ａ、４ｂを支持するように適合され、第１コンテナ４ａは、第２コンテナ４ｂの手前に
配置されている。
【００６５】
　図２は、本発明の一実施形態による引込み式コンテナ装置１００の等角図である。引込
み式コンテナ装置１００は、フロントパネル１９、スライド機構３、および襟部４２、な
らびにブラケット１およびコンテナ４を備えてもよい。図２は、スライド機構３の伸長可
能なランナー４０、４１の間、およびフロントパネル１９の後ろで、コンテナ４をそれぞ
れ支持する２つの襟部４２を示す。フロントパネル１９は、スライド機構３が引き込まれ
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たときにキャビティの前面を覆うように構成されてもよい。フロントパネル１９は、スラ
イド機構３の前端に取り付けられており、そのため、フロントパネル２を外側に移動させ
るとスライド機構３も伸長し、それにより使用中にコンテナ４がキャビティから引き出さ
れる。ブラケット１は、キャビティ内、例えばキャビティの壁に取り付けられるように適
合されてもよく、スライド機構３を支持する。
【００６６】
　本発明の代替の実施形態（図示せず）では、フロントパネル１９は、スライド機構３に
取り付けられていなくてもよい。代わりに、フロントパネル１９は、ヒンジ機構によって
キャビネットの一部に取り付けられてもよく、その結果、閉じられたときに、フロントパ
ネル１９はキャビティの前面を覆い、回転可能に開いてキャビティを露出させることがで
きる。この実施形態では、フロントパネルはスライド機構３に直接接続されていないため
、ハンドルを引っ込めるとコンテナ４がキャビティから引き出されるように、ハンドルを
引込み式コンテナ装置１００に設けてもよい。ハンドルは、直接または間接的にスライド
機構３に取り付けることができる。
【００６７】
　図２の実施形態のスライド機構３は、側方方向に間隔を空けた２つのランナーを含み、
各ランナーは、キャビティの両側でブラケット１とスライド式に係合し、その結果、使用
中に各ランナーはキャビティの各側壁に隣接している。各ランナーには、可動ランナー部
材４１とスライド係合する固定ランナー部材４０が含まれる。固定ランナー部材４０は、
ブラケット１に固定されるように構成されていて、引込み式コンテナ装置１００が開かれ
たとき、固定ランナー部材４０はブラケット１の固定位置に留まる。可動ランナー部材４
１は、フロントパネル１９に付属するように構成されていて、引込み式コンテナ装置１０
０が開かれたとき、可動ランナー部材４１はキャビティから伸長して、襟部４２およびコ
ンテナ４を支持する。スライド機構３は、清掃が難しく、引込み式コンテナ装置１００か
ら取り外すのが難しい場合がある。
【００６８】
　図３および図４に最もよく示されているように、装置１００は、接続手段６によってブ
ラケット１に取り付けられた少なくとも１つの蓋５を備える。接続手段６は、蓋５が第１
蓋位置（図３および図６に示す）および第２蓋位置（図８に一例を示す）から移動できる
ように配置されており、第１蓋位置では蓋５がコンテナ４の開口端８を実質的に覆い、第
２蓋位置では蓋と廃棄物用コンテナまたはフレームとは接触していない。
【００６９】
　第１位置では、蓋４は、開口端８を覆うためにコンテナ４の上面に接触していてもよい
。しかしながら、他の実施形態では、蓋５は、コンテナの上部に配置された別の部材に接
触することにより、開口端８を覆ってもよい。例えば、図に示す実施形態では、蓋５は、
ライナー固定手段７（図示の実施形態ではスナップフィット式襟部の形態）に接触するこ
とにより開口端８を覆っており、ライナー固定手段７は、コンテナ４の上部に設けられて
コンテナライナー（図示せず）を所定の位置に保持している。当業者であれば、そのよう
なライナー固定手段７（またはコンテナの上部に配置された他の部材）はコンテナ４の一
部を形成すると考えることができ、コンテナの上面への言及にはライナー固定手段７の上
面への言及が含まれることが理解されよう。
【００７０】
　フレーム２は、蓋５が廃棄物用コンテナの開口端８を完全に覆う第１フレーム位置（図
３に示す）と、第１位置から第１方向Ｄにずれた第２フレーム位置（図示せず）との間で
スライド可能である。好ましい実施形態では、偏位量は比較的小さく、例えば約１０ｍｍ
～３０ｍｍである。図４は、第１方向Ｄにずれているが、以下でさらに説明されるように
、第２位置の好ましい例を超えて移動したフレーム２を示す。フレーム２は、第１フレー
ム位置から、コンテナ４または各コンテナ４が少なくとも部分的に覆われておらず、アイ
テムをコンテナに入れることができるさらなるフレーム位置までスライド可能である。図
２および図４は、そのようなさらなるフレーム位置にあるフレーム２の例を示している。
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【００７１】
　次に図３および図４を特に参照すると、接続手段６は、好ましくは、複数のアームを備
え、複数のアームは、取付け手段／ブラケット１の上壁１２の下面９に回転可能に接続さ
れている。接続手段６は、好ましくは、少なくとも第１アーム１０と第２アーム１１とを
備え、第１アーム１０は、第２アーム１１から第１方向Ｄにずれている。好ましい実施形
態では、第１および第２アーム１０、１１は、蓋５と平行四辺形連結を形成するように配
置されていて、蓋５は、第１蓋位置から第２蓋位置に移動するとき、第１方向Ｄと反対方
向に上向きにスイングすることができる。代替の実施形態では、第１および第２アーム１
０、１１は、蓋が第１蓋位置から第２蓋位置に移動するときに傾くように、異なる長さと
することができる。図示の実施形態では、蓋５は、重力により第１蓋位置に向かって付勢
されている。当業者であれば、例えばスライド機構など、第１蓋位置から上向きに離れて
移動させることができる他の機構が可能であることが理解されよう。いくつかの接続手段
は、方向Ｄと反対方向に上向きにずれるのではなく、方向Ｄに上向きにずれる第２位置へ
の移動を可能にすることができる。
【００７２】
　図１～図４から分かるように、ブラケット１は、好ましくは、上壁１２、側壁１３、お
よび開放第１端部１４を備え、第２フレーム位置（およびそれ以上）にあるとき、フレー
ム２は開放第１端部１４から伸長する。ブラケット１の反対側の端部も開いている場合が
ある。代替の実施形態では、ブラケットは設けられておらず、キャビネットの内面が取付
け手段として機能し得る。
【００７３】
　蓋５と接続手段６との間の接続は、好ましくは解除可能であり、例えば、蓋５に接続さ
れたフック手段１５（図６、図８および図１０に最もよく示されている）によって接続す
ることができ、フック手段１５は接続手段６のフック受け部と係合するように適合されて
いる。この接続形態によって、蓋５を持ち上げて第１方向Ｄに移動させることにより、蓋
５を接続手段６から容易に取り外すことができる。代替の実施形態（図示せず）では、接
続手段６に、蓋５に設けられた適切な形状と係合するフック手段を設けてもよい。
【００７４】
　フレーム２が第１位置から第２位置（およびそれ以上）に移動するときに、蓋５を第２
位置に移動するための、概して矢印２００で示される蓋移動手段が提供される。このよう
にして、フレーム２が第２フレーム位置に移動するとき、蓋５はコンテナ４（およびフレ
ーム）との接触から離れるように持ち上げられて、コンテナ４は、コンテナの上面７ａで
蓋を引き連れることなく、蓋５の下から引き出される。これにより、蓋５の摩耗を低減す
ることができ、および／または蓋５の下面１６をコンテナ４の上面７ａとの良好なシール
を提供する弾性材料で作製することができる。コンテナ４または他の可動構成要素に対し
て引っ張らないように蓋５を移動させることにより、フレームは他の場合よりも前後に移
動しやすくなり、例えば当業者に周知のような「ソフトクローズ」、「セルフクローズ」
または「プッシュオープン」ランナー機構の使用が可能になる。
【００７５】
　蓋移動手段２００の多くの実施形態が可能である。例えば、一実施形態（図示せず）で
は、電動蓋移動手段は、フレーム２が第１位置から第２位置に移動する場合を感知する感
知手段（例えば、光学または磁気センサ）と、蓋５を第１蓋位置から第２蓋位置に移動さ
せる電動アクチュエータ（例えばソレノイドまたはリニアモータ）とを備えてもよい。し
かしながら、代替の蓋移動手段２００が、図５～図１３を参照して以下に説明される。
【００７６】
　最初に図５および図６を参照すると、蓋移動手段２００は概して矢印２００で示されて
いる。蓋移動手段２００は、蓋移動手段２００のためのベースを有するハウジング２０を
備える。
【００７７】
　ハウジング２０とスライド可能に係合する作動手段２１が設けられている。作動手段２
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１は、使用中に蓋５の直立部分３７に当接する蓋係合手段２２を備える。作動手段２１は
、図５および図６に示される第１作動手段位置と、図７および図８に示される、第１作動
手段位置から方向Ｄと反対方向にずれた第２作動手段位置との間でスライド可能である。
図８に最もよく示されているように、使用中に作動手段２１が第２作動手段位置に移動す
ることにより、蓋５は第２蓋位置に移動する。作動手段２１は、作動部材２９とハウジン
グ２０との間に配置されたばね２３などの適切な付勢手段によって第２作動手段位置に向
かって付勢されることが好ましい。
【００７８】
　蓋移動手段２００には、フレーム位置検出手段として作用し、作動手段２１が第１作動
手段位置から第２作動手段位置に移動する場合を判定する当接手段２４が設けられている
。
【００７９】
　特に図５、図７および図９を参照すると、移動手段２００には、伝達手段２５が設けら
れており、伝達手段２５は、当接手段２４の遠位端２６がフレーム２の一部（またはフロ
ントパネル１９などのフレームとともに移動するように接続された、または他の方法で配
置された部分）によってハウジング２０に向かって押されると、作動手段２１を第２作動
手段位置から第１作動手段位置に移動させる。（例えばフレーム２またはフロントパネル
１９を外側に伸長させることにより）当接手段２４を解放すると、付勢手段２３の作用下
で作動手段が第２作動手段位置に移動することが可能になる。
【００８０】
　図示の実施形態では、伝達手段２５は、第１端部２７Ａで当接手段２４と係合し、第２
端部２７Ｂで作動手段２１と係合する伝達部材２７を備え、第１および第２端部２７Ａ、
２７Ｂの中間にハウジング２０への回転可能な接続部２８を有する。図示の実施形態では
、第２端部２７Ｂと回転可能な接続部２８との間の距離は、伝達部材２７の全長の約１／
４であり、そのため、作動手段２１は、当接手段２４が３ｍｍ移動するごとに約１ｍｍ移
動する。当業者であれば、代替の伝達手段２５を使用して、例えば歯車などのシステムに
よって、当接手段２４が移動されたときに作動手段２１を移動させることができることが
理解されよう。
【００８１】
　好ましい実施形態において、蓋移動手段２００は、例えばユーザが清掃または他の目的
のために蓋５を取り外したい場合に、蓋係合手段２２が蓋５に当接しない第３位置に移動
できるように配置されている。図５および図７から分かるように、好ましい実施形態では
、第１作動手段位置と第２作動手段位置との間の作動手段２１の移動は実質的に直線であ
り、第１軸Ａに沿って蓋係合手段２２を移動させる。図９に示されるように、作動手段２
１の第３作動手段位置への移動によって、蓋係合手段２２は軸Ａからずれた第３蓋係合手
段位置に移動される。
【００８２】
　次に図６および図８を参照すると、図示の実施形態では、作動手段２１が第１作動手段
位置または第２作動手段位置にあるとき、蓋係合手段２２はハウジング２０の下面３０の
平面Ｐから距離Ｄ１だけ突出する。しかしながら、図１０に示されるように、作動手段２
１が第３作動手段位置にあるとき、蓋係合手段２２は、平面からＤ１よりも短い距離Ｄ２
だけ伸長している。いくつかの実施形態では、距離Ｄ２はゼロであってもよく、すなわち
、作動手段２１が第３位置にあるとき、蓋係合手段２２はハウジング２０から全く伸長し
ていなくてもよい。このように蓋係合手段２２を蓋５から外すことにより、上述のように
、蓋５を接続手段６から外すことが可能になり、またはより容易になり得る。
【００８３】
　図５～図１１に示す実施形態では、作動手段２１は作動部材２９を備え、蓋係合手段２
２は作動部材２９に回転可能に接続されている。蓋係合手段２２は、好ましくは、図６お
よび図８に示される伸長位置に向かって付勢される。作動手段２１の第３作動手段位置へ
の移動によって、蓋係合手段２２はハウジング２０の下壁と接触し、それにより蓋係合手



(15) JP 2020-536826 A 2020.12.17

10

20

30

40

50

段２２を回転軸Ｒ（図５に示す）の周りに回転させて、その結果、蓋係合手段２２は、も
はやハウジング２０から突出しないか、またはわずかな距離だけ突出する。代替の実施形
態（図示せず）では、蓋係合手段２２は、回転以外の手段、例えばハウジング内にスライ
ドすることによって、ハウジング２０からもはや突出しないように移動してもよい。
【００８４】
　好ましい実施形態では、作動手段２１が第１作動手段位置をはるかに超えて第３作動手
段位置に伸長する前に、当接手段２４の遠位端２６がハウジング２０に入るか、またはハ
ウジング２０の突出部と同じ高さになる。これにより、蓋５が偶発的に外れることにつな
がり得る、作動手段２１の第３作動手段位置への偶発的な移動が防止される。
【００８５】
　蓋移動手段２００には、必要なときに作動手段２１を第３作動手段位置に移動させるこ
とができる機構を設けてもよい。次に、特に図７および図１１を参照すると、図示の実施
形態では、当接手段２４は、図７に示される通常の構成、および図１１に示される伸長構
成を有する。特に図１１を参照すると、当接手段２４は、伝達手段２５に接続された内側
部材３１と、内側部材３１に回転可能かつスライド可能に接続可能な外側スリーブ３２と
を備える。内側部材３１の側壁には、外側スリーブ３２に設けられたスロット３４に係合
する、ピンまたはタブ３３の形態の突出部が設けられている。スロット３４は、内側部材
３１の長手方向軸に実質的に平行に延びる第１部分３５と、当接手段２４の遠位端２６に
対して遠位の第１部分３５の端部から横断方向に延びる第２部分３６とを有する。当接手
段を伸長構成に移動するには、タブ３３がスロット３４の第１部分３５の端部に到達する
までスリーブ３２を外側に（すなわちハウジングから遠ざけて）引き、次にタブ３３がス
ロット３４の第２部分３６に係合するように回転させる。この伸長位置では、スリーブ３
２を使用して、内側部材３１がハウジング２０に入る点を超えて、作動手段２１が第３作
動手段位置に移動する点まで内側部材３１を押すことができる。スリーブ３２は、通常の
構成に向かって付勢されることが好ましい。
【００８６】
　当業者であれば、代替の実施形態（図示せず）において、スリーブに内側に突出するタ
ブが設けられ、内側部材３１に対応するスロットが設けられてもよいことが理解されよう
。さらに別の実施形態では、外側スリーブを伝達手段に接続し、内側部材を外側スリーブ
から伸長させてもよい。
【００８７】
　さらなる実施形態（図示せず）では、ハウジングは、作動手段２１が第１作動手段位置
を超えて第３作動手段位置まで伸長する位置への当接手段２４の手動による移動を可能に
する形状としてもよい。例えば、ハウジングの下部にスロットを設けて、ユーザの指がハ
ウジング２０内の当接手段２４の遠位端２６を押して作動手段２１を第３作動手段位置に
移動させることができるようにしてもよい。あるいは、当接手段２４をハウジング内で適
切な位置に押し込むことができるようにするために、特別なツール３９を設けてもよい。
図１２に示すように、当接手段２４の端部３８を、ゴムなどの柔らかい材料から形成して
、フロントパネル１９が当接手段２４に接触するときの騒音を低減することができる。端
部３８はまた、特別なツール３９の端部を受ける形状としてもよい。図１２および図１３
に示す実施形態では、端部は、使用中にツール３９の端部を受けるように適合された凹状
のくぼみを有する。
【００８８】
　図１４は、本発明の一実施形態による襟部４２の等角図であり、図１５は、図１４の線
Ａ－Ａに沿った襟部４２の断面図である。襟部４２は、スライド機構３に接続して、ラン
ナー間のコンテナ４を支持するように適合されている。襟部４２は、以下でさらに説明さ
れるように、引込み式コンテナ装置１００から、好ましくは追加のツールを使用すること
なく、容易に取り外されるように適合されている。
【００８９】
　襟部４２は、３つの一般的な部分、すなわち本体部分４４および２つのウィング部分４
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５を備えることができる。図１４および図１５に示すように、ウィング部分４５の各々は
、（引込み式コンテナ装置１００に取り付けられたときの襟部の向きで）本体部分４４の
両側面に設けられる。
【００９０】
　襟部４２は、コンテナ４を収容するように適合された開口部４６を画定する。開口部４
６は、襟部４２のほぼ中央に配置することができ、コンテナ４の形状と相補的な形状を有
し得る。本体部分４４は、コンテナ４の襟部開口部４６を少なくとも部分的に画定し得る
。すなわち、本体部分４４は、襟部開口部４６を完全に画定することができるか、または
図示の実施形態のように、開口部４６をウィング部分４５によって画定することもできる
。襟部４２は、図１４に示すように、コンテナ４を装置１００から容易に取り外すことが
できるように、１つ以上の持ち上げ用凹部４３を備えてもよい。持ち上げ用凹部４３は、
襟部４２の上面に設けられてもよく、コンテナ４を襟部４２から持ち上げるために、襟部
によって支持されているコンテナの上唇の下にユーザの指を容易に入れることができるよ
うな適切なサイズおよび形状であり得る。
【００９１】
　図示の実施形態では、襟部４２は、開口部４６の１つ以上の側面で開口部４６の周囲に
沿って本体部分４４から上向きに突出する１つ以上の隆起縁部または隆起部４７を備える
。隆起部４７は、コンテナ４の支持を助け、コンテナ４と襟部４２との間の確実な篏合を
確保するように適合されている。図２に示す実施形態では、コンテナ４は、コンテナ４の
上部のリムの周りにフランジ５７を有する。このフランジ５７は、襟部４２上の１つ以上
の隆起部４７と係合するように適合されている。フランジ５７は、隆起部４７に篏合する
唇部を有することができ、それにより、コンテナ４を襟部４２に対して所定の位置にしっ
かりと保持する。
【００９２】
　本発明の代替の実施形態（図示せず）では、開口部４６の周りの襟部４２に１つ以上の
襟部開口凹部を設けてもよい。これらの襟部開口凹部は、コンテナ４の上部の形状と相補
的な形状を有してもよく、コンテナ４を受け、襟部４２に対して所定の位置にしっかりと
保持するように構成されてもよい。本発明のいくつかの実施形態では、コンテナ４は、そ
の上部リムの周りにフランジ５７を有し、襟部開口凹部は、コンテナ４のフランジ５７を
受けるように構成されてもよい。そのような実施形態では、襟部開口凹部は、コンテナ４
のフランジ５７が襟部開口凹部に受容されると、コンテナ４の上部が襟部開口凹部の周り
の襟部４２の上面と同一平面上か、またはそれより下にあり得るという利点をもたらす。
これにより、コンテナ４が、ブラケット１またはコンテナ４の上方にある引込み式コンテ
ナ装置１００の他の部分と干渉しないことを確実にすることができる。襟部開口凹部はま
た、例えばフランジ５７に取り付けられた、コンテナ４の上部のハンドルを受けるように
構成されてもよい。これにより、ハンドル（設けられている場合）が引込み式コンテナ装
置１００の他の部分と干渉したり、スライド機構３の閉鎖を妨げたりしないことが保証さ
れる。
【００９３】
　図示の実施形態では、襟部４２のウィング部分４５は、スナップフィット接続を介して
襟部４２をスライド機構３のランナーに直接または間接的に接続するように構成されたス
ナップフィットコネクタを備える。襟部４２は、スナップフィット接続を上回る十分な力
を加えることにより、スライド機構３から離れるように持ち上げることができる。本技術
の一例（図示せず）では、襟部４２は、スライド機構３の可動ランナー部材４１に直接接
続する。図示の本技術の代替例では、襟部４２は、カバー部材４８に直接接続することに
より、スライド機構３に間接的に接続し、カバー部材４８は、図１７に最もよく示されて
いるように、可動ランナー部材４１に取り付けられる。他の実施形態では、襟部４２は、
スライド機構３の可動ランナー部材４１に取り付けられた他の中間構成要素に直接接続す
ることができる。本明細書に記載の襟部４２とカバー部材４８との間のスナップフィット
接続の原理は、これらの他の実施形態に適用できることが理解されよう。
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【００９４】
　襟部４２とスライド機構３との間のスナップフィット接続は、襟部４２の外面４９、例
えばスライド機構３に面する外側側面に１つ以上のスナップフィットコネクタと、以下に
説明するようなスナップフィットコネクタを受けるように構成されたスライド機構３上の
構造とを備えてもよい。図示の実施形態では、両ウィング部分４５をスライド機構３に接
続するために、各ウィング部分４５にスナップフィットコネクタが設けられている。代替
の実施形態では、ウィング部分４５の一方のみにスナップフィットコネクタが設けられる
。
【００９５】
　本技術の一形態では、図１４および図１５に示されるように、スナップフィットコネク
タは、ウィング部分４５の外側側面４９に１つ以上の突出部５０を有する。図示の実施形
態では、２つの突出部５０は、ウィング部分４５の各外側側面４９に沿って間隔を空けて
配置されている。突出部５０は、上部傾斜面と下部水平面とを有する。襟部４２は、本体
部分４４の開口部４６の内面５２に１つ以上の突起部５１をさらに備えてもよい。突起部
５１は、開口部４６の両側面に設けられてもよい。図１４に示す実施形態では、突起部５
１は、コンテナ４が開口部４６に配置されたときに、コンテナ４が突起部５１に接触する
ように配置される。コンテナ４が開口部４６に配置されると、コンテナ４の側面は、開口
部４６の周りの襟部４２の部分の（例えば、屈曲による）内向きの移動を妨げる。これに
より、スナップフィットコネクタの突出部５０の内側への移動、したがって、突出部５０
が接続するスナップフィットコネクタ部分との係合の解除が妨げられる。これにより、コ
ンテナが襟部に取り付けられたときに、襟部４２は使用中に所定の位置にしっかりと保持
される。
【００９６】
　本発明の代替の実施形態（図示せず）では、コンテナ４および襟部４２は、コンテナ４
が突起部５１に接触すると、スナップフィットコネクタの突出部５０が外側側方方向に付
勢されるように構造化および構成される。例えば、本体部分４４は変形することができ、
したがって、突出部を外側に押す。コンテナ４は、図１８に示されるように、コンテナ４
の上部の外周がコンテナ４の底部の外周よりも大きくなるように先細に構成されてもよい
。これにより、コンテナ４の底部を開口部４６内に配置することが容易になり、コンテナ
４が襟部４２内に下げられると、コンテナ４の側面が突起部５１と接触するようになる。
コンテナ４が襟部４２内にさらに下げられると、本体部分４４は上述のように変形する。
襟部４２は、上述のように変形できるように、変形可能な材料、例えばプラスチック材料
で構成されてもよい。先細のコンテナは、上記の襟部の他の実施形態のいずれかとともに
使用されてもよい。
【００９７】
　本技術のいくつかの形態では、スライド機構３の可動ランナー部材４１の各々にカバー
部材４８を設けてもよい。例えば、カバー部材４８は、実質的な長さ部分に沿ってそれぞ
れの可動ランナー部材４１に取り付けられてもよい。カバー部材４８は、図１７に示され
るように、スライド機構３を覆うように構成されてもよく、これは、ランナー上またはラ
ンナーの周りに汚れが蓄積するのを防ぐのに役立つ。図１６に示すように、カバー部材４
８は、ほぼ逆Ｕ字形でランナーを覆うランナーカバー部分５３と、ランナーカバー部分５
３の上に設けられ、スナップフィット接続で襟部４２に接続するように構成されたスナッ
プフィットコネクタ部分５４との、２つの部分を含むことができる。カバー部材４８は、
アルミニウム、ロール成形鋼、プラスチックまたは木材などの任意の適切な材料から形成
されてもよい。
【００９８】
　カバー部材４８のスナップフィットコネクタ部分５４は、襟部４２のウィング部分４５
の突出部５０を受けるように構成された１つ以上の溝５５を有することができる。溝５５
は、この係合を助けるために突出部５０の形状と相補的な形状を有してもよい。図１６は
、図２に示す装置の襟部４２およびカバー部材４８の一部の拡大断面図である。図示のよ
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うに、カバー部材４８は２つの傾斜面を備えた溝５５を有し、上部傾斜面は突出部５０の
上面と同じ角度であり、溝５５の上面が突出部５０の上面に接触したときにこれらの構成
要素間に強固な係合をもたらす。本技術の他の形態では、溝５５は、可動ランナー部材４
１に直接設けられてもよく、したがって、スライド機構３と襟部４２との間に直接接続を
有してもよい。
【００９９】
　図１７は、図２に示す装置の一部の拡大断面図である。図示のように、カバー部材４８
は、スライド機構３を覆い、スナップフィット接続を介して襟部４２に接続される。カバ
ー部材４８は、スライド機構３に取り付けられて、スライド機構３と同時に移動するよう
に構成されてもよい。
【０１００】
　図１６および図１７に示すように、襟部４２は、スライド機構３の少なくとも一部、例
えば可動ランナー部材４１を覆うように構成されてもよい。ウィング部分４５は、本体部
分４４から側方方向外側に延びるカバー部分５６を備えてもよい。襟部４２がスライド機
構３に嵌め込まれると、カバー部分５６は、スライド機構３の部品、例えば引込み式コン
テナ装置１００の開放中に露出する部品を覆うように構成され、それにより、汚れおよび
ほこりの蓄積を防止または妨げる。カバー部分５６は、図１７に示すように、例えば可動
ランナー部材４１に取り付けられたカバー部材４８を覆うことにより、スライド機構３を
直接覆うか、または代替的にスライド機構３を間接的に覆ってもよい。カバー部分５６は
、容易に清掃できる、実質的に平坦な上向きの表面を有することが好ましい。
【０１０１】
　本発明の好ましい実施形態では、襟部４２がスナップフィット接続を介してスライド機
構３に嵌め込まれると、スナップフィット接続が完全に係合する、すなわち、スナップフ
ィットコネクタまたは突出部５０が相補溝５５と実質的に完全に噛み合う。この位置では
、突出部５０はしっかりと嵌め込まれ、それ以上側方方向外側に移動することはない。コ
ンテナ４が襟部４２に嵌め込まれると、コンテナ４は突起部５１に接触する。この接触に
より、襟部４２、したがってスナップフィットコネクタまたは突出部５０が内側に（すな
わち開口部４６に向かって）移動し、溝５５から外れるのを妨げることにより、スナップ
フィット接続が外れることを防ぐ。これは、突出部５０が溝５５と確実に接触した状態を
維持するのを助ける。
【０１０２】
　既に説明したように、いくつかの実施形態では、コンテナ４が襟部４２に嵌め込まれる
と、ウィング部分４５を変形させる突起部５１に接触するため、スナップフィット接続の
１つ以上の突出部５０が外側側方方向に付勢されてカバー部材４８の相補溝５５に挿入さ
れ、襟部４２の位置をさらに固定する。図１８は、図２に示す引込み式コンテナシステム
のさらなる断面図である。図１８に示すように、突起部５１がコンテナ４と接触するとき
、スナップフィット接続の突出部５０は、溝５５に外向きに押し込まれる。これにより、
突出部５０の上側と溝５５の上側との間の接触面積および／またはスナップフィット接続
の構成要素間の連結度合いが増大し、それにより、スナップフィット接続の係合および強
度が増大し得る。襟部４２とスライド機構３との間のより強い接続は、襟部の移動を少な
くし、したがって、引込み式コンテナ装置１００が開閉されるときの襟部の移動によって
生じる騒音が小さくなる。
【０１０３】
　本技術のいくつかの形態では、襟部４２の開口部４６は、コンテナ４の開口部に相補的
なサイズとすることができ、そのため、コンテナ４が開口部４６に配置されると、コンテ
ナ４の側面は開口部４６を形成する襟部４２の領域に接触する。この接触によって、上記
と同様の様式で、スナップフィット接続が外れるのを防止する。本技術のこれらの形態で
は、襟部４２の形状およびサイズにより、コンテナ４と襟部４２との間の接触が可能にな
り、スナップフィット接続が外れるのを防止するため、襟部４２に突起部５１を有する必
要はない。
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【０１０４】
　本技術の別の形態では、襟部４２の開口部４６は、コンテナ４の周囲よりわずかに小さ
いサイズであってもよく、その結果、コンテナ４が開口部４６に嵌め込まれると、開口部
４６が変形し、ウィング部分４５が外側側方方向に付勢されて、上記と同様の様式でスナ
ップフィット接続を強化する。本技術のこれらの形態では、襟部４２の形状およびサイズ
がスナップフィット接続を同様に強化するため、襟部４２に突起部５１を有する必要はな
い。
【０１０５】
　襟部４２は、スナップフィット接続を解除することにより、引込み式コンテナ装置１０
０から取り外すことができる。開口部４６の縁部で襟部４２を内側に引っ張って、スナッ
プフィットコネクタまたは突出部５０を溝５５から外すことにより、スナップフィット接
続を解除することができる。あるいは、襟部４２は、ねじるようにして取り外すこともで
きる。襟部４２の容易な取り外しは、襟部の清掃に役立ち、また、襟部４２を食器洗い機
または他の自動洗濯機または消毒機に配置することを可能にする。したがって、襟部は、
簡単かつ迅速に清掃および保守される。
【０１０６】
　本技術の他の形態では、襟部４２は複数の開口部４６を有してもよく、複数のコンテナ
４を支持するように構成されてもよい。本技術の他の形態では、図２に示すように、複数
の襟部４２は、各々がコンテナ４を支持する同じスライド機構３に取り付けられるように
構成されてもよい。そのような形態では、１つまたは複数の襟部は、スライド機構３を汚
れの蓄積から保護するために、スライド機構３を実質的に覆うように一緒に構成されても
よい。図２に示す実施形態では、２つの襟部４２は互いに隣接しており、両方がスライド
機構３によって支持されている。襟部４２の一方はフロントパネル１９に隣接して配置さ
れ、他方の襟部４２は真後ろに配置される。これにより、コンテナ４をキャビティ内で長
手方向に隣接して吊り下げることが可能になる。代替の実施形態は、コンテナの所望の設
計およびレイアウトに応じて、複数の襟部４２の異なる構成を使用してもよい。
【０１０７】
　一例では、引込み式コンテナ装置１００はキッチンに設けられてもよく、コンテナ４は
廃棄物を保管するために使用されてもよい。他の例では、コンテナ装置１００はガレージ
に設けられてもよく、コンテナ４は洗濯物または他のアイテムを保管するために使用され
てもよい。
【０１０８】
　本技術の他の実施形態では、図示の実施形態のカバー部材４８の代わりに別の細長い部
材を使用してもよい。すなわち、本技術の実施形態は、材料をある長さに押出成形したこ
の構成要素に限定されない。
【０１０９】
　本技術のいくつかの実施形態では、スナップフィット接続は、襟部４２に設けられた溝
と、可動ランナー部材４１またはカバー部材４８に設けられた突出部５０とを含み得る（
すなわち、スナップフィット接続の「雄」および「雌」部材が、図を参照して説明した実
施形態とは入れ替わっている）。スナップフィット接続は、襟部４２を引込み式コンテナ
装置１００に接続するように上記と同様の方法で依然として機能するだろう。代替の実施
形態は、スナップフィット接続の他の形態を使用してもよい。
【０１１０】
　上記および下記の引用されたすべての出願、特許および刊行物の開示全体は、もしあれ
ば、参照により本明細書に組み込まれる。
【０１１１】
　本明細書における任意の先行技術への言及は、その先行技術が世界のあらゆる国におけ
る努力の当該分野における普遍的な一般知識の一部を成すと認めるまたは示唆する類のも
のではなく、そのように解釈されるべきではない。
【０１１２】
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　本発明はまた、本明細書で言及または示される部品、要素、および特徴で構成され、個
別にまたは集合的に、前記部品、要素、または特徴の２つ以上の任意またはすべての組み
合わせで構成されると広く言うことができる。
【０１１３】
　前述の説明において、整数またはその既知の同等物を有する構成要素が参照される場合
、それらの整数は、個別に記載されているかのように本明細書に組み込まれる。
【０１１４】
　本明細書に記載の現在好ましい実施形態に対する様々な変更および修正が当業者には明
らかであることに留意すべきである。そのような変更および修正は、本発明の精神および
範囲から逸脱することなく、また付随する利点を損なうことなく行うことができる。した
がって、そのような変更および修正は、本発明に含まれることが意図されている。
【０１１５】
　本発明はまた、本明細書で言及または示される部品、要素、および特徴で構成され、個
別にまたは集合的に、前記部品、要素、または特徴の２つ以上の任意またはすべての組み
合わせで構成されると広く言うことができる。
【０１１６】
　本発明の態様は、例としてのみ記載されており、その範囲から逸脱することなく、修正
および追加がなされ得ることが理解されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】



(23) JP 2020-536826 A 2020.12.17

【図１８】

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月13日(2019.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテナ装置であって、
　取付け手段と、
　接続手段によって前記取付け手段に接続された蓋と、
　前記取付け手段にスライド可能に接続された、廃棄物用コンテナを支持するように適合
されたフレームであって、前記フレームが、前記廃棄物用コンテナの開口端が前記蓋によ
って完全に覆われる第１フレーム位置と、前記第１位置から第１方向にずれた第２フレー
ム位置との間でスライド可能である、フレームとを備え、
　前記接続手段が、前記フレームが前記第１フレーム位置にあるときに前記蓋が前記廃棄
物用コンテナの前記開口端を覆う第１蓋位置と、前記第１蓋位置の上方にあり、前記第１
蓋位置から前記第１方向と反対の第２方向にずれた第２蓋位置であって、前記蓋が前記第
２位置にあるとき、前記蓋と前記廃棄物用コンテナまたは前記フレームとの間に接触がな
い第２蓋位置との間で、前記蓋を移動させるように構成されており、
　前記装置が、前記フレームが前記第１フレーム位置から前記第２フレーム位置に移動さ
れるときに前記蓋を前記第２蓋位置に移動させるように構成された蓋移動手段をさらに備
える、コンテナ装置。
【請求項２】
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　前記接続手段が、前記取付け手段に回転可能に接続された少なくとも２つのアームを備
える、請求項１に記載のコンテナ装置。
【請求項３】
　前記接続手段が、前記取付け手段の上壁に回転可能に接続された、請求項１または２に
記載のコンテナ装置。
【請求項４】
　前記接続手段が、前記取付け手段の側壁に回転可能に接続された、請求項１または２に
記載のコンテナ装置。
【請求項５】
　前記接続手段が、少なくとも第１アームと第２アームとを備え、前記第１アームが、前
記第２アームから前記第１方向に離間している、請求項１～４のいずれか一項に記載のコ
ンテナ装置。
【請求項６】
　前記アームおよび前記蓋が、少なくとも１つの平行四辺形連結を形成している、請求項
５に記載のコンテナ装置。
【請求項７】
　前記蓋を持ち上げて前記蓋を前記第１方向に移動させると、前記蓋が前記接続手段から
取り外されるように、前記蓋が、前記接続手段に解除可能に接続できる、請求項１～６の
いずれか一項に記載のコンテナ装置。
【請求項８】
　前記蓋には、前記蓋を前記接続手段に解除可能に接続するフック手段が設けられている
、請求項７に記載のコンテナ装置。
【請求項９】
　コンテナ装置と共に使用する蓋移動手段であって、前記コンテナ装置が、
　取付け手段と、
　接続手段によって前記取付け手段に接続された蓋と、
　前記取付け手段にスライド可能に接続された、廃棄物用コンテナを支持するように適合
されたフレームであって、前記フレームが、前記廃棄物用コンテナの開口端が前記蓋によ
って完全に覆われる第１フレーム位置と、前記第１位置から第１方向にずれた第２フレー
ム位置との間でスライド可能である、フレームとを備え、
　前記蓋移動手段が、
　ベースと、
　使用中に前記蓋に当接するように構成された蓋係合手段を有する作動手段であって、第
１作動手段位置と前記第１作動手段位置からずれた第２作動手段位置との間で前記ベース
に対して移動可能な作動手段と、
　使用中に、前記フレームが前記第１フレーム位置から前記第２フレーム位置に移動する
場合を検出するフレーム位置検出手段とを備え、
　使用中に、前記フレームが前記第１フレーム位置から前記第２フレーム位置に移動した
ことを前記フレーム位置検出手段が検出すると、前記作動手段が前記第２作動手段位置に
移動し、
　前記フレーム位置検出手段は、前記フレームが前記第１フレーム位置から前記第２フレ
ーム位置に移動するとき、前記ベースに対して移動可能な当接部材を備え、前記作動手段
は、前記作動手段が前記第１作動手段位置から前記第２作動手段位置に移動するとき、前
記蓋係合手段が前記当接部材に対して反対方向に移動するように構成される、蓋移動手段
。
【請求項１０】
　前記蓋移動手段が、前記当接部材が前記ベースに対して移動するとき、前記ベースに対
して前記作動手段を移動させるように構成された伝達手段をさらに備える、請求項９に記
載の蓋移動手段。
【請求項１１】
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　前記伝達手段が、前記当接部材と係合する第１端部と、前記作動手段と係合する第２端
部とを有する伝達部材を備え、前記伝達部材が、前記第１および第２端部の中間に設けら
れた回転可能な接続部によって前記ベースに接続されている、請求項１０に記載の蓋移動
手段。
【請求項１２】
　前記作動手段が、前記第２作動手段位置に向かって付勢される、請求項９～１１のいず
れか一項に記載の蓋移動手段。
【請求項１３】
　前記第１作動手段位置と前記第２作動手段位置との間の前記作動手段の移動が、第１蓋
係合手段位置と第２蓋係合手段位置との間の第１軸に沿った前記蓋係合手段の移動を引き
起こし、前記蓋係合手段が前記第１軸からずれた第３蓋係合手段位置に移動可能である、
請求項９～１２のいずれか一項に記載の蓋移動手段。
【請求項１４】
　前記作動手段の第３作動手段位置への移動が、前記蓋係合手段の前記第３蓋係合手段位
置への移動を引き起こす、請求項１３に記載の蓋移動手段。
【請求項１５】
　蓋移動手段であって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングとスライド可能に係合し、蓋係合手段を有する作動手段と、
　前記ハウジングとスライド可能に係合する当接手段と、
　前記当接手段および前記作動手段と係合し、前記当接手段の移動が前記作動手段の移動
を引き起こすように構成された伝達手段とを備え、
　前記作動手段が、第１作動手段位置と、前記第１作動手段位置からずれた第２作動手段
位置との間で、前記ハウジングに対して移動可能であり、前記蓋係合手段が、使用中に蓋
に当接するように、前記作動手段が前記第１作動手段位置および第２作動手段位置にある
ときに前記ハウジングの第１表面の平面から突出するように配置されており、
　前記作動手段が、第３作動手段位置に移動可能であり、前記第３作動手段位置にあると
きに前記蓋係合手段が前記ハウジングの前記第１表面の前記平面から突出する距離が、前
記第１作動手段が前記第１作動手段位置または前記第２作動手段位置にあるときに前記蓋
係合手段が突出する距離よりも短い、蓋移動手段。
【請求項１６】
　前記第１作動手段位置が、前記第２作動手段位置と前記第３作動手段位置との間にある
、請求項１５に記載の蓋移動手段。
【請求項１７】
　前記作動手段が、第１作動部材を備え、前記蓋係合手段が、前記第１作動部材に回転可
能に接続されている、請求項１５または１６に記載の蓋移動手段。
【請求項１８】
　前記作動手段の前記第３作動手段位置への移動が、前記第１作動部材に対する前記蓋係
合手段の回転を引き起こす、請求項１５～１７のいずれか一項に記載の蓋移動手段。
【請求項１９】
　前記伝達手段が、前記当接手段と係合する第１端部と、前記作動手段と係合する第２端
部とを有する伝達部材を備え、前記伝達部材が、前記第１および第２端部の中間に設けら
れた回転可能な接続部によって前記ハウジングに接続されている、請求項１５～１８のい
ずれか一項に記載の蓋移動手段。
【請求項２０】
　コンテナ装置の部品キットであって、
　請求項９～１９のいずれか一項に記載の蓋移動手段と、
　蓋と、
　使用中に、前記蓋が第１蓋位置と、前記第１蓋位置の上方にあり、前記第１蓋位置から
側方方向にずれた第２蓋位置との間で移動可能であるように、前記蓋を取付け手段に接続
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するように適合された接続手段と
　を備える部品キット。
【請求項２１】
　引込み式コンテナ装置の側方方向に間隔を空けたランナー間にコンテナを取り付けるた
めの襟部であって、
　本体部分と、
　本体の両側面に設けられた２つのウィング部分であって、各ウィング部分がスナップフ
ィット接続でそれぞれのランナーに直接または間接的に接続するように構成されたスナッ
プフィットコネクタを有する、ウィング部分とを備え、
　前記本体部分が、使用中に前記コンテナを収容するように構成された開口部を少なくと
も部分的に画定し、そのため、前記コンテナが前記ランナー間で支持される、襟部。
【請求項２２】
　前記ウィング部分の少なくとも１つが、前記開口部を部分的に画定する、請求項２１に
記載の襟部。
【請求項２３】
　各ウィング部分の前記スナップフィットコネクタが、前記ウィング部分の外側側面に設
けられている、請求項２１または２２に記載の襟部。
【請求項２４】
　前記本体部分の変形により、前記スナップフィットコネクタが外側側方方向に付勢され
る、請求項２１～２３のいずれか一項に記載の襟部。
【請求項２５】
　前記襟部が第１突起部を備え、前記第１突起部が、前記開口部の第１側面で、前記本体
部分から前記開口部内に突出する、請求項２１～２４のいずれか一項に記載の襟部。
【請求項２６】
　前記襟部が、第２突起部を備え、前記第２突起部が、前記開口部の第２側面で、前記本
体部分から前記開口部に突出し、前記開口部の前記第２側面が前記開口部の前記第１側面
に対向する、請求項２５に記載の襟部。
【請求項２７】
　前記ウィング部分が、前記襟部が前記ランナーに接続されたときに、前記ランナーの少
なくとも一部を実質的に覆うように構成されたカバー部分を備える、請求項２１～２６の
いずれか一項に記載の襟部。
【請求項２８】
　前記カバー部分が、使用中に上向きである実質的に平坦な表面を備える、請求項２７に
記載の襟部。
【請求項２９】
　前記襟部が、使用中に前記開口部の少なくとも一方の側で前記本体部分から上向きに突
出する少なくとも１つの隆起部を備える、請求項２１～２８のいずれか一項に記載の襟部
。
【請求項３０】
　前記襟部が、前記開口部の周りの前記本体部分に１つ以上の襟部開口凹部を備え、前記
襟部開口凹部が、前記コンテナのフランジを受けるように構成された、請求項２１～２９
のいずれか一項に記載の襟部。
【請求項３１】
　前記襟部が、１つ以上のさらなるコンテナを支持するように適合された１つ以上のさら
なる開口部を備える、請求項２１～３０のいずれか一項に記載の襟部。
【請求項３２】
　コンテナ装置であって、
　キャビティに取り付けられるように構成された２つの側方方向に間隔を空けたランナー
と、
　請求項２１～３１のいずれか一項に記載の襟部と、
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　使用中に襟部によって収容されるように構成されたコンテナと、
　前記コンテナ装置を取り付ける取付け手段と
　を備えるコンテナ装置。
【請求項３３】
　フロントパネルが前記ランナーの前に取り付けられており、前記ランナーが前記キャビ
ティ内に引き込まれたときに、前記フロントパネルが前記キャビティを実質的に閉じるよ
うになっている、請求項３２に記載のコンテナ装置。
【請求項３４】
　前記コンテナが前記開口部に収容されるとき、前記スナップフィットコネクタの内向き
の移動が実質的に妨げられる、請求項３２または３３に記載のコンテナ装置。
【請求項３５】
　前記コンテナが前記開口部に収容されたときに、前記スナップフィットコネクタが外側
側方方向に付勢されるように、前記開口部が、前記コンテナに対して寸法決めされている
、請求項３２～３４のいずれか一項に記載のコンテナ装置。
【請求項３６】
　前記ランナーの各々に沿ってカバー部材が設けられ、前記カバー部材が、それぞれのラ
ンナーの可動ランナー部材を覆うように構成された、請求項３２～３５のいずれか一項に
記載のコンテナ装置。
【請求項３７】
　前記カバー部材が、使用中に上向きの、清掃が容易な滑らかな表面を提供する、請求項
３６に記載のコンテナ装置。
【請求項３８】
　前記スナップフィットコネクタが、前記襟部の外面に、前記カバー部材の１つの相補溝
にスナップ嵌めするように適合された突出部を備える、請求項３６または３７に記載のコ
ンテナ装置。
【請求項３９】
　添付の図面を参照して本明細書で実質的に説明されているコンテナ装置。
【請求項４０】
　添付の図面の図３～図１３を参照して本明細書で実質的に説明されている蓋移動手段。
【請求項４１】
　添付の図面を参照して本明細書で実質的に説明される襟部。
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